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告

う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

日
時　
８
月
１
日
㈰
～
12
月
24

日
㈮

視
聴
方
法　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
一
般
公
開
（
Ｙ
ｏ
ｕ

Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
）

※
事
前
申
込
不
要
・
無
料

　
https://youtu.be/eW

1M
　
R-T4-N

4

講
師　

小
川
奈
津
己
（
認
定

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｒｅ

Ｂ
ⅰ
t
教
育
事
業
部
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
、
元
中
高
教
諭
）

あ
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ア
カ
デ
ミ
ー
株

式
会
社
（
委
託
）

　
う
０
４
８
‐
６
４
７
‐
６
２
４
０

あ
埼
玉
県　
人
権
推
進
課

　
う
０
４
８
‐
８
３
０
‐
２
２
５
８

 
相
　
談

女
性
人
権
擁
護
委
員
に

よ
る
特
設
人
権
相
談
所

日
時　
９
月
17
日
㈮　

午
前
10

時
～
午
後
３
時
30
分

場
所　

ウ
エ
ス
タ
川
越
３
階　

相
談
室

内
容　

家
庭
内
の
も
め
ご
と
、

結
婚
、
離
婚
、
相
続
、
夫
・

場
所　
西
入
間
広
域
消
防
組
合

消
防
署

定
員　
20
人

費
用　
２
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト

代
等
）

※
普
通
救
命
講
習
を
受
講
さ
れ

た
方
は
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の

た
め
上
級
救
命
講
習
を
受

講
す
る
こ
と
を
お
す
す
め

し
ま
す
。

※
終
了
後
、
修
了
証
を
交
付

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
状
況
に
よ
り
中
止
、
縮
小

の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

申
込
み　
９
月
１
日
㈬
～
30
日

㈭
ま
で
に
あ
へ
申
込
み

あ
西
入
間
広
域
消
防
組
合
消
防
署

　
う
２
９
５
‐
０
１
１
９

あ
越
生
分
署

　
う
２
９
２
‐
４
１
１
９

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
県
民
講
座

　
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
」
と
呼
ば
れ

る
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
方
々

に
つ
い
て
、
基
礎
知
識
や
Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ
Ｑ
当
事
者
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス

ト
リ
ー
も
交
え
な
が
ら
わ
か
り

や
す
く
説
明
し
ま
す
。

講
座
・
講
習

甲
種
・
乙
種
防
火
管
理
者

新
規
講
習
会

期
日　

10
月
21
日
㈭
、
22
日

㈮
時
間　
西
入
間
広
域
消
防
組
合

消
防
本
部

定
員　
20
人
（
先
着
順
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
防
止
の
た
め
、
人
数

を
減
ら
し
て
実
施
し
ま
す
。

受
講
料　
４
０
０
０
円

申
込
み
期
間　
10
月
４
日
㈪
、

５
日
㈫　

午
前
９
時
～
午

後
４
時
30
分

申
込
み
方
法　
消
防
組
合
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

あ
西
入
間
広
域
消
防
組
合
消
防

本
部
予
防
課

　
う
２
９
５
‐
０
１
１
９

上
級
救
命
講
習

日
時　
10
月
10
日
㈰　

午
前
９

時
～
午
後
５
時

 

保
　
健

乳
幼
児
健
康
診
査

○
乳
児
健
康
診
査

日
時　
10
月
７
日
㈭　

午
後
１

時
20
分
～
50
分

対
象　
令
和
３
年
４
月
～
６
月

に
生
ま
れ
た
乳
児

あ
保
健
セ
ン
タ
ー

　
う
２
９
２
‐
５
５
０
５

保
健
セ
ン
タ
ー
相
談

○
健
康
相
談
（
保
健
師
）

日
時　
９
月
13
日
㈪　

午
前
９

時
～
正
午

内
容　
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
健

康
相
談
、
血
圧
測
定
、
思
春

期
保
健
相
談

○
生
活
習
慣
病
相
談（
保
健
師
）

日
時　
９
月
６
日
㈪
、
10
月
11

日
㈪　

午
前
９
時
～
正
午

内
容　
高
血
圧
や
糖
尿
病
な
ど

生
活
習
慣
病
に
関
す
る
健

康
相
談

○
栄
養
相
談
（
管
理
栄
養
士
）

日
時　
９
月
27
日
㈪　

午
前
９

時
～
11
時
（
１
人
50
分
、
要

予
約
）

内
容　
４
日
間
の
食
事
記
録
表

を
用
い
た
食
生
活
な
ど
の

相
談

あ
保
健
セ
ン
タ
ー

　
う
２
９
２
‐
５
５
０
５

子
育
て
相
談

○
育
児
相
談
（
保
健
師
）

期
日　

①
９
月
10
日
㈮
、
②
30

日
㈭

恋
人
か
ら
の
暴
力
、
ス
ト
ー

カ
ー
、
女
性
特
有
の
人
権
問

題
、
相
隣
関
係
等

担
当
者　
女
性
人
権
擁
護
委
員

申
込
み　
へ
電
話
申
込
み

あ
川
越
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

事
務
局

　
う
２
４
７
‐
４
０
２
２

あ
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
川
越
支
局

　
う
２
４
３
‐
３
８
２
４

す
く
す
く

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
に
よ
り
、
す
く
す
く
は

９
月
30
日
㈭
ま
で
予
約
制
（
午

前
･
午
後
各
５
組
ま
で
）
で

開
所
し
ま
す
。
す
く
す
く
に
電

話
予
約
を
し
た
う
え
で
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

あ
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
す
く

す
く　

　
う
０
９
０
‐
４
５
２
０
‐
５
７
０
９

時
間　
①
午
前
10
時
～
11
時
30

分
、
②
午
後
１
時
30
分
～
３

時
内
容　
身
長
・
体
重
の
計
測
、

発
達
チ
ェ
ッ
ク
、
保
健
師
相

談
な
ど

※
９
月
10
日
は
管
理
栄
養
士
、

30
日
は
助
産
師
も
相
談
に

応
じ
ま
す
。

あ
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー

　
う
２
９
２
‐
５
５
０
５

当
番
医
日
程
表

時
間　
午
前
９
時
～
正
午

※
埼
玉
医
科
大
学
病
院
で
は
、

時
間
外
外
来
が
夜
間
、
休

日
・
祝
日
を
問
わ
ず
救
急
患

者
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。

あ
埼
玉
医
科
大
学
病
院

　
う
２
７
６
‐
１
１
９
９

年金生活者支援給付金制度について
　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその
他の所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支
援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務
手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

対象となる方
◇老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65 歳以上である
・世帯員全員が町民税非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約 88 万円以下であ

る
◇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
・前年の所得額が約 472 万円以下である
請求手続き
◇新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける

方
　対象となる方には、８月下旬頃に日本年金機構から、請
求可能な旨のお知らせを送付します。同封のはがき（年金
生活者支援給付金請求書）に記入し、提出してください。
令和４年１月４日までに請求手続が完了しますと、令和３年
10 月分からさかのぼって受け取ることができます。
◇年金を受給し始める方
　年金の請求の手続きと併せて年金事務所または町で請求
手続きをしてください。

　年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、
下記「給付金専用ダイヤル」まで
あ給付金専用ダイヤル　う０５７０‐０５‐ ４０９２
あ町民課　国保年金担当　う内線１２3

年金手帳

○○○○

国民年金

期　
日

当　
番　
医

９
月
20
日(

月)

　
敬
老
の
日

柴
﨑
皮
膚
科
医
院

う
２
９
５-

６
６
２
８

９
月
23
日(

木)

　
秋
分
の
日

長
瀬
ク
リ
ニ
ッ
ク

う
２
９
５-

０
７
０
８

15 14

462
長方形




